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内線 2554商工労政課からのお知らせ
五
所
川
原
市
創
業
相
談
ル
ー
ム

特
定
計
量
器
（
は
か
り
）
の
定
期
検
査

五
所
川
原
市
空
き
店
舗
対
策

家
賃
補
助
事
業

小
規
模
事
業
者
経
営
改
善
資
金

（
マ
ル
経
融
資
）
利
子
補
給
事
業

空
き
物
件
を
募
集
し
て
い
ま
す

五
所
川
原
市
創
業
者
支
援

利
子
補
給
事
業

　

市
で
は
、
創
業
を
め
ざ
す
方
や
事
業

者
の
新
た
な
事
業
展
開
を
促
進
す
る
た

め
、青
森
県
と
協
働
で「
五
所
川
原
市
創

業
相
談
ル
ー
ム
」
を
開
設
し
て
い
ま
す
。

　

起
業
・
創
業
支
援
の
専
門
家
「
イ
ン

キ
ュ
ベ
ー
シ
ョ
ン
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
」
が
、

構
想
・
企
画
の
段
階
か
ら
創
業
・
起

業
に
至
る
ま
で
、
ご
相
談
に
応
じ
ま
す
。

起
業
・
創
業
に
関
心
を
持
ち
、
具
体
的

に
起
業
・
創
業
を
お
考
え
の
方
は
、
ぜ

ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

利
用
料
金　

無
料

場
所　

立
佞
武
多
の
館
６
階
会
議
室

開
設
時
間　

毎
月
第
２
、
第
４
火
曜
日

　
　
　
　
　

10
時
〜
16
時

＊
右
記
以
外
で
ご
希
望
の
方
は
商
工
労

　

政
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

今
年
度
は
旧
五
所
川
原
地
区
が
特
定
計
量
器
（
取
引
や
証
明
に

使
う
は
か
り
）
の
検
査
対
象
地
区
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

医
院
、
薬
局
、
保
育
園
、
商
店
、
精
米
業
等
で
特
定
計
量
器
を

使
用
さ
れ
て
い
る
方
は
、
２
年
に
１
回
の
定
期
検
査
を
必
ず
受
け

て
く
だ
さ
い
。
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
業
務
用
と
し
て
使
用
す
る

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

持
ち
物　

特
定
計
量
器
／
検
査
料
金
（
種
類
、
能
力
に
よ
っ
て
異

　

な
り
ま
す
）
／
通
知
書
（
ハ
ガ
キ
が
届
い
た
方
）

日
時
・
場
所
（
12
時
〜
13
時
は
検
査
を
行
い
ま
せ
ん
）

▽
６
月
６
日
㈪　

10
時
30
分
〜
11
時
30
分

　

毘
沙
門
・
長
富
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

▽
６
月
６
日
㈪　

13
時
〜
14
時

　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
飯
詰

▽
６
月
７
日
㈫　

10
時
30
分
〜
15
時

　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
三
好
（
旧
鶴
ヶ
岡
小
跡
）

▽
６
月
８
日
㈬　

10
時
30
分
〜
12
時

　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
中
川

▽
６
月
９
日
㈭　

10
時
30
分
〜
11
時
30
分

　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
長
橋

▽
６
月
９
日
㈭　

13
時
〜
14
時

　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
七
和

▽
６
月
20
日
㈪　

10
時
30
分
〜
14
時

　

旧
五
所
川
原
市
建
設
機
械
格
納
庫
（
イ
エ
ロ
ー
ハ
ッ
ト
裏
）

▽
６
月
21
日
㈫　

10
時
30
分
〜
14
時

　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
松
島

▽
６
月
22
日
㈬
〜
６
月
24
日
㈮

　
　
　
　
　
　
　

10
時
30
分
〜
14
時
30
分（
24
日
㈮
は
午
前
の
み
）

　

五
所
川
原
市
役
所
一
般
駐
車
場
車
庫

問　

（
一
社
）
青
森
県
計
量
協
会

　
　

℡
０
１
７（
７
２
９
）１
７
０
３

　

中
心
商
店
街
の
空
き
店
舗
に
新
規
出

店
す
る
方
へ
、
家
賃
の
一
部
を
補
助
し

ま
す
。

支
給
対
象
者　

市
が
指
定
し
た
、
五
所

　

川
原
市
大
町
、
寺
町
、
本
町
、
布
屋

　

町
、
旭
町
、
東
町
内
に
あ
る
空
き
店

　

舗
を
賃
借
し
出
店
す
る
個
人
、
法
人

補
助
率　

対
象
と
な
る
店
舗
の
１
月
分

　

の
賃
借
料
の
２
分
の
１
相
当
額
、
ま

　

た
は
３
万
円
の
い
ず
れ
か
低
い
額
（

　

連
続
す
る
24
月
分
を
限
度
と
す
る
）

＊
補
助
金
の
採
択
は
、
予
算
の
範
囲
で

　

行
い
ま
す
。

申
込
み　

申
請
書
と
添
付
書
類
を
商
工

　

労
政
課
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

マ
ル
経
融
資
と
は
、
日
本
政
策
金
融

公
庫
の
融
資
制
度
の
一
つ
で
、
商
工
会

議
所
や
商
工
会
な
ど
の
経
営
指
導
を
受

け
て
い
る
小
規
模
事
業
者
の
方
が
、
経

営
改
善
に
必
要
な
資
金
を
無
担
保
・
無

保
証
人
で
利
用
で
き
る
制
度
で
す
。

利
子
補
給
事
業　

マ
ル
経
融
資
を
利
用

　

す
る
方
に
対
し
て
、
市
が
利
子
補
給

　

を
行
う
こ
と
に
よ
り
市
内
小
規
模
事

　

業
者
の
経
営
の
安
定
と
発
展
を
図
り

　

ま
す
。
五
所
川
原
商
工
会
議
所
、金

　

木
商
工
会
、市
浦
商
工
会
か
ら
の
推

　

薦
を
受
け
た
方
が
対
象
で
す
。

補
給
金
の
額　

マ
ル
経
融
資
に
係
る
支

　

払
わ
れ
た
利
子
（
約
定
利
息
の
１
回

　

目
か
ら
12
回
目
ま
で
に
限
る
）
の

　

２
分
の
１
（
１
円
未
満
端
数
切
り
捨

　

て
）
。

申
込
先　

五
所
川
原
商
工
会
議
所

　
　
　
　
　
　
　

℡（
35
）２
１
２
１

　

金
木
商
工
会　

℡（
52
）２
６
１
１

　

市
浦
商
工
会　

℡（
62
）２
２
３
２

　

市
で
は
空
き
工
場
・
倉
庫
・
事
務
所

と
い
っ
た
賃
借
可
能
な
物
件
を
活
用
し

た
事
業
者
の
方
々
に
対
す
る
賃
料
の
補

助
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

同
時
に
市
内
の
空
き
物
件
・
オ
フ
ィ

ス
等
の
情
報
を
広
く
皆
様
に
提
供
す
る

た
め
、
把
握
し
た
情
報
を
順
次
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
き
ま
す
。

　

空
き
物
件
情
報
の
掲
載
を
希
望
す
る

方
は
商
工
労
政
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。

　

創
業
時
の
負
担
の
軽
減
と
経
営
の
安

定
を
図
る
た
め
、
日
本
政
策
金
融
公
庫

か
ら
創
業
の
た
め
に
必
要
な
融
資
を
受

け
た
方
へ
、
補
給
金
を
支
給
し
ま
す
。

支
給
対
象
（
次
の
条
件
を
満
た
す
方
）

▽
創
業
に
必
要
な
融
資
を
日
本
政
策
金

　

融
公
庫
か
ら
受
け
て
い
る
こ
と

▽
市
内
に
お
い
て
、
新
た
に
事
業
所
を

　

有
し
、
創
業
す
る
者
で
あ
る
こ
と

▽
事
業
を
開
始
す
る
前
ま
た
は
事
業
を

　

開
始
し
て
か
ら
１
年
以
内
に
創
業
融

　

資
を
受
け
て
い
る
こ
と

▽
市
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ
と

補
助
金
の
額　

創
業
融
資
に
て
支
払
わ

　

れ
た
約
定
利
息
の
１
回
目
か
ら
12
回

　

目
ま
で
の
額

申
込
み　

申
請
書
と
添
付
書
類
を
商
工

　

労
政
課
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
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五
所
川
原
市
Ｕ
・
Ｉ
・
Ｊ
タ
ー
ン

若
者
就
職
奨
励
事
業

五
所
川
原
市
空
き
工
場
等

賃
借
料
補
助
事
業

青
森
県

事
業
活
動
応
援
資
金
【
事
業
活
動
枠
】

青
森
県　

未
来
を
変
え
る
挑
戦
資
金
【
創
業
】

　

県
外
か
ら
の
Ｕ
・
Ｉ
・
Ｊ
タ
ー
ン
就
職
者

に
対
し
て
、
就
職
奨
励
金
を
支
給
し
ま
す
。

＊
Ｕ
タ
ー
ン
就
職
者
等
に
つ
い
て
は
、
市

　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
く
だ
さ
い

支
給
対
象
者　

市
内
に
転
入
し
た
Ｕ
タ
ー
ン

　

就
職
者
等
で
、
次
の
要
件
を
満
た
す
方

▽
五
所
川
原
市
へ
の
転
入
前
後
６
カ
月
以
内

　

に
青
森
県
内
の
事
業
所
に
常
用
雇
用
者
と

　

し
て
雇
用
さ
れ
て
い
る
方
、
ま
た
は
五
所

　

川
原
市
へ
の
転
入
後
６
カ
月
以
内
に
市
内

　

に
お
い
て
新
た
に
起
業
し
た
方

▽
就
業
場
所
が
、
転
入
住
所
地
か
ら
通
勤
で

　

き
る
範
囲
で
あ
る
こ
と

▽
対
象
事
業
所
へ
就
職
し
た
日
の
年
齢
、
ま

　

た
は
起
業
し
た
日
の
年
齢
が
40
歳
以
下
で

　

あ
る
こ
と

▽
市
町
村
民
税
に
滞
納
が
な
い
こ
と

▽
転
入
後
、
将
来
に
わ
た
り
市
内
に
居
住
す

　

る
こ
と
に
つ
い
て
誓
約
で
き
る
こ
と

▽
過
去
に
、
五
所
川
原
市
Ｕ
・
Ｉ
・
Ｊ
タ
ー

　

ン
若
者
就
職
奨
励
金
の
給
付
を
受
け
て
い

　

な
い
こ
と

奨
励
金
の
額　

20
万
円
（
１
世
帯
１
回
限

　

り
）

申
込
み　

申
請
書
を
、
添
付
書
類
と
と
も
に

　

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

申
込
先　

商
工
労
政
課　

内
線
２
５
５
３

　

五
所
川
原
市
で
は
企
業
立
地
の
推
進
や
起

業
家
の
育
成
、
そ
し
て
雇
用
機
会
の
創
出
を

図
る
た
め
、
市
内
の
空
き
工
場
（
工
場
、
倉

庫
、
事
務
所
）
等
を
活
用
し
た
事
業
者
に
対

し
、
月
額
賃
料
を
補
助
い
た
し
ま
す
。

支
給
対
象
者　

以
下
の
条
件
を
満
た
す
方

①
空
き
物
件
の
使
用
に
関
し
、
１
年
以
上
の

　

賃
貸
者
契
約
を
締
結
す
る
方

②
次
の
事
業
の
い
ず
れ
か
を
行
う
方

　

製
造
業
／
道
路
貨
物
運
送
業
／
卸
売
業
／

　

倉
庫
業
／
梱
包
業
／
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
業
／

　

情
報
サ
ー
ビ
ス
業
／
そ
の
他
、
雇
用
創
出

　

等
に
つ
な
が
る
も
の
と
し
て
市
長
が
認
め

　

た
事
業

③
事
業
開
始
６
カ
月
以
内
に
新
規
常
用
雇
用

　

者
を
原
則
２
人
以
上
採
用
す
る
方

＊
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
業
／
情
報
サ
ー
ビ
ス
業
は

　

１
人
以
上
の
採
用
で
可

④
空
き
物
件
の
所
有
者
と
親
族
関
係
ま
た
は

　

雇
用
関
係
が
な
い
方

⑤
市
町
村
民
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
方

補
助
対
象
経
費　

空
き
物
件
の
月
額
賃
料
の

　

２
分
の
1
も
し
く
は
10
万
円
の
い
ず
れ
か

　

低
い
額
を
24
月
分
補
助
し
ま
す
。

＊
敷
金
、
礼
金
、
保
証
金
お
よ
び
仲
介
手
数

　

料
を
除
く
／
補
助
金
の
交
付
は
年
度
ご
と

　

に
精
算
払
と
な
り
ま
す

問　

商
工
労
政
課　

内
線
２
５
５
４

　

青
森
県
で
は
、事
業
活
動
に
必
要
な
資
金（
運

転
資
金
、
設
備
資
金
）
の
調
達
を
図
る
中
小
企

業
者
を
対
象
に
、青
森
県
事
業
活
動
応
援
資
金

特
別
保
証
融
資
制
度
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

五
所
川
原
市
は
、
こ
の
制
度
の
利
用
者
で
以

下
の
要
件
を
い
ず
れ
も
満
た
し
て
い
る
方
に
対

し
、
信
用
保
証
料
の
補
助
を
行
い
ま
す
。

▽
五
所
川
原
市
内
に
住
所
お
よ
び
事
業
所
を
有

　

し
、
事
業
を
営
む
も
の
で
、
納
税
状
況
の
良

　

好
な
方

▽
青
森
県
事
業
活
動
応
援
資
金
「
事
業
活
動

　

枠
」
に
よ
り
融
資
額
２
０
０
０
万
円
以
内
か

　

つ
融
資
期
間
10
年
以
内
（
う
ち
据
置
期
間
１

　

年
以
内
）
で
融
資
を
受
け
た
方

補
助
内
容　

信
用
保
証
料
の
全
額
を
補
助

＊
補
助
金
は
、
青
森
県
信
用
保
証
協
会
に
補
給

　

し
ま
す
。

実
施
期
間　

平
成
29
年
３
月
31
日
ま
で

＊
予
算
の
都
合
に
よ
り
、
保
証
料
補
助
の
終
了

　

が
早
ま
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
な
お
、
こ
の

　

場
合
で
も
所
定
の
保
証
料
を
負
担
し
、
青
森

　

県
事
業
活
動
応
援
資
金
を
利
用
す
る
こ
と
は

　

可
能
で
す
。

▽
信
用
保
証
料
補
給
に
関
す
る
こ
と

　

市
役
所
商
工
労
政
課　

内
線
２
５
５
４

▽
青
森
県
事
業
活
動
応
援
資
金
に
関
す
る
こ
と

　

青
森
県
商
工
政
策
課
商
工
金
融
グ
ル
ー
プ

　

℡
０
１
７（
７
３
４
）９
３
６
８

　

青
森
県
で
は
、
創
業
や
商
品
開
発
と
い
っ
た
前
向
き
な

事
業
活
動
に
必
要
な
資
金
（
運
転
資
金
、
設
備
資
金
）
の

調
達
を
図
る
中
小
企
業
者
や
個
人
の
方
を
対
象
に
、
青
森

県
未
来
を
変
え
る
挑
戦
資
金
特
別
保
証
融
資
制
度
を
実
施

し
て
い
ま
す
。

　

五
所
川
原
市
は
、
創
業
資
金
と
し
て
こ
の
制
度
を
利
用

す
る
方
の
う
ち
、
以
下
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
方
に
対

し
、
信
用
保
証
料
の
補
助
を
行
い
ま
す
。

補
助
対
象
者　

市
内
で
新
た
に
中
小
企
業
者
と
し
て
事
業

　

を
開
始
し
よ
う
と
す
る
方
、
ま
た
は
事
業
を
開
始
し
て

　

１
年
に
満
た
な
い
中
小
企
業
者
で
、
次
の
い
ず
れ
に
も

　

該
当
す
る
方

▽
市
内
に
住
所
お
よ
び
主
な
事
業
所
を
有
す
る
方

▽
市
に
納
付
す
べ
き
税
金
を
滞
納
し
て
い
な
い
方

▽
青
森
県
未
来
を
変
え
る
挑
戦
資
金
「
創
業
す
る
事
業
」

　

に
よ
り
、
融
資
額
１
０
０
０
万
円
以
内
か
つ
融
資
期
間

　

７
年
以
内
（
う
ち
据
置
期
間
１
年
以
内
）
で
融
資
を
受

　

け
た
方

補
助
内
容　

県
に
よ
る
信
用
保
証
料
の
30
％
補
給
後
の
信

　

用
保
証
料
を
全
額
補
助
し
ま
す
。

実
施
期
間　

平
成
29
年
３
月
31
日
ま
で

＊
予
算
の
都
合
に
よ
り
、
保
証
料
補
助
の
終
了
が
早
ま
る

　

場
合
が
あ
り
ま
す
。
な
お
、
こ
の
場
合
で
も
所
定
の
保

　

証
料
を
負
担
し
、
青
森
県
未
来
を
変
え
る
挑
戦
資
金
を

　

利
用
す
る
こ
と
は
可
能
で
す
。

▽
信
用
保
証
料
補
助
に
関
す
る
こ
と

　

市
役
所
商
工
労
政
課　

内
線
2
5
5
4

▽
青
森
県
未
来
を
変
え
る
挑
戦
資
金
に
関
す
る
こ
と

　

青
森
県
商
工
政
策
課
商
工
金
融
グ
ル
ー
プ

　

℡
０
１
７（
７
３
４
）９
３
６
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